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令和６年度 船橋市歯・口腔の健康推進協議会 会議録 

 

 

日  時 令和６年１１月７日（木） １０：００～１１：５５ 

 

場  所 船橋市保健福祉センター３階 歯科健診室 

 

出席委員 平 田 創一郎 東京歯科大学 教授 

 赤 岩 けさ子  船橋歯科医師会  会長  

 塚 越   明 船橋歯科医師会 衛生理事 

 杉 山 宏 之 船橋薬剤師会 会長 

 髙 澤 みどり 千葉県歯科衛生士会 会長 

 原   綾 子 船橋市ＰＴＡ連合会 事務局長 

 齊 藤 直 文 船橋市小学校長会 三山東小学校 校長 

 大 島 純 子 船橋市養護教諭会 中野木小学校 養護教諭 

 宮 原 紀 子 船橋市学校栄養士会 法典東小学校 学校栄養職員 

 

事 務 局 健康部   髙橋部長  

    松野副参事  

 地域保健課  髙橋課長、髙山主幹、安本課長補佐、橋本母子保健係長、  

    八木歯科衛生士、吉野歯科衛生士、小嶋歯科衛生士、 

    仙田歯科衛生士、星野栄養士、武藤栄養士 

    古怒田（事務） 

 教育委員会保健体育課  荒井保健係長、市毛養護教諭  

 

次  第 １．開会 

 ２．健康部長挨拶 

 ３．委員自己紹介 

 ４．報告・議題 

 （１）船橋市の歯科保健事業・実績報告について 

 （２）船橋市の歯・口腔に関する課題と取り組みについて 

 ５．閉会 

 

傍 聴 者 なし  

 

会議の公開・非公開の区分 公開 
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○事務局（地域保健課長補佐）  

 それでは、定刻となりましたので、ただいまより、令和６年度船橋市歯・口腔の健康推進

協議会を開催いたします。委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席いただきましてありが

とうございます。  

 私は、本日司会を務めさせていただきます地域保健課の安本と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。  

 ―資料確認―  

 議題資料につきましては、スクリーンの画面にも映しながら進めてまいりますので、ご覧

いただきながらご意見を頂戴したいと思います。  

 では、事務局を代表し、健康部部長の髙橋よりご挨拶申し上げます。  

 

○健康部長  

 皆さん、おはようございます。健康部長の髙橋でございます。本日はお忙しい中、令和６

年度船橋市歯・口腔の健康推進協議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

また、日頃より本市の歯科保健行政にご理解、ご協力をいただきまして、重ねて御礼申し上

げます。  

 さて、今年度は、国や県の健康増進計画等、新たな目標に向かってスタートをしていると

ころでございます。本市でも、国や県の基本方針を踏まえて、令和７年度の開始に向け、様々

な計画を策定中でございます。健康部では、本日この後、午後から母子保健連絡協議会、そ

の後、ふなばし健やかプラン２１策定委員会と続きまして、それぞれの計画について協議し

ていくところでございます。  

 その中でも、歯・口腔保健の取り組みは、健康で質の高い生活を営む上で、基礎的かつ重

要な役割を果たしており、健全な食生活の実現や日常生活の質の向上に寄与することから、

健康寿命の延伸や健康格差の縮小の観点からも取り組むものと示されているところでござい

ます。  

 本日の協議会では、本市の歯科保健事業の取り組み状況の報告、取り組みから見えてきた

課題、そして、課題解決に向けた今後の取り組みについてご協議いただき、本市の歯科保健

行政の充実及びその方向性を図れるような活発な意見交換をお願いいたしまして、私からの

挨拶とさせていただきます。  

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

 

○事務局（地域保健課長補佐）  

 それでは、本協議会設置の経緯についてご説明させていただきます。  

 平成２９年度に、歯・口腔の視点をもって、市民の健康づくり施策への取り組みを総合的

に推進するよう健康課題や問題点を把握し、解決方法を協議していくことを目的として立ち

上げました。  

 委員の皆様には、船橋市における歯・口腔保健に関する知識の普及啓発等に関すること、

歯・口腔疾患の予防のための措置等に関すること、歯・口腔の健康増進のための環境整備等

に関すること、口腔の健康に関する調査及び研究の推進等に関すること、その他市民の歯・

口腔の健康推進に関することを協議、検討していただくこととなりますので、よろしくお願

いいたします。  

 それでは、前回の協議会から、団体における役員の改選や人事異動により３名の委員の方
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が交代をされております。委嘱状は、本来でありましたら、市長から直接交付させていただ

くところではございますが、他の公務のため出席ができませんので、机の上に置かせていた

だいております。任期につきましては、令和７年８月３１日まででございます。ご確認くだ

さい。  

 続きまして、新たな委員もご出席いただいておりますので、委員の皆様より簡単な自己紹

介をお願いしたいと存じます。こちらからお声がけいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。  

 なお、本日は、船橋市医師会の鳥海委員より欠席のご連絡をいただいております。  

 

―委員自己紹介―  

 

―事務局紹介―  

 

○事務局（地域保健課長補佐  

 それでは、平田会長より一言ご挨拶をお願いしたいと思います。  

 

○平田会長  

 皆様、改めまして平田でございます。よろしくお願いいたします。非常に暑い、長い夏が

ようやく終わって、急激に秋というか冬というか、気温的には多分そこまで低くないと思い

ますが、大分寒くなったなと感じるところでございます。  

 全国的にも感染症の報告が多数上がっておりまして、歯科と関係あるのかなという話です

が、いわゆるお口をきれいにしていくことで感染を防げるといったエビデンスも幾分出てき

ております。加えて、近年の歯科の研究では、お口の中の細菌が大腸の細菌叢まで影響を及

ぼしているとか、体内のいろんなところから常在菌、口の中に常にいる細菌が検出されると

いうようなことが多く報告されるようになっております。いわば口の中から体に感染を及ぼ

しているという状況が明らかになってきているわけです。  

 皆さんは、手を洗ったり、うがいをしたり、もちろん体や頭を洗ったり、顔を洗ったりし

ます。日常の清潔の習慣と、それから本来であるならば、歯をみがく、口の中をきれいにす

るという生活習慣は、一連のものとして同じような扱いになってくれたらいいのですが、特

にお母様は経験があるかと思いますが、歯をみがきなさいと言わないとみがかないという、

昔からある悪い生活習慣もまだあるのかなという気もしております。ほかの体の部分でそこ

まで小さい頃から気をつけてきれいにしていることはないですね。それくらい口の中という

のは清潔に気をつけるべき場所であるのは間違いないと思います。これは昔から、科学的な

エビデンスをどうこう言う前からそういうふうになっております。  

 船橋市は、歯と口の健康について非常に多くの取り組みを従来からされていらっしゃいま

して、委員の皆様もお手元の資料でご覧になられていると思いますが、今後もこの取り組み

をより一層推進していくことで、船橋市の皆様の、口の中に限らない健康の保持増進に寄与

できればと思っているところでございますので、ぜひ、活発なご意見をお聞かせいただける

とうれしく思います。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○事務局（地域保健課長補佐）  

 ありがとうございました。  
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 それでは、船橋市歯・口腔の健康推進協議会設置要綱第７条の規定に基づき、議事の進行

を会長にお願いしたいと思います。  

 平田会長、よろしくお願いいたします。  

 

○平田会長  

 それでは、まず、会議の公開についてご説明申し上げます。本協議会は、船橋市情報公開

条例及び附属機関等の会議の公開実施要綱の規定により、会議及び会議録を公開することと

なっておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。なお、本日は傍聴人は

ございません。  

 それでは、お手元の次第に沿って進行させていただきます。  

 まず、議題（１）「船橋市の歯科保健事業・実績報告について」でございます。  

 初めに、歯科保健事業及び令和５年度の実績報告について、事務局から説明をお願いいた

します。  

 

○事務局（地域保健課担当職員）  

 議題（１）「船橋市の歯科保健事業・実績報告について」報告させていただきます。  

 本協議会は平成２９年度に設立され、本日は協議会として第７回目の開催となります。  

 国や県は従前の計画の満了に伴い、最終評価を踏まえて、新たな課題に向けた計画及び施

策を令和６年度から開始しているところです。  

 国の基本的な方向性としましては、健康寿命の延伸と健康格差の縮小、個人の行動と健康

状態の改善、社会環境の質の向上、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりを取り組

むものとしています。  

 これを踏まえ、千葉県の歯・口腔保健計画は、歯・口腔に関する健康格差の縮小、歯科疾

患の予防、口腔機能の獲得・維持・向上、定期的に歯科健診または歯科医療を受けることが

困難な人に対する歯科口腔保健、歯・口腔保健を支える社会環境の整備としています。  

 船橋市でも、ふなばし健やかプラン２１（第３次）及び子ども・子育て支援事業計画、さ

らに私たちが所属いたします地域保健課母子保健係を事務局とした、すこやか親子ふなばし

（第２次）を令和７年度に向け策定しているところで、歯・口腔の指標が盛り込まれていま

す。  

 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画については、昨年度この場で生活実態調査の結果

を報告させていただきました。  

 船橋市歯・口腔の健康推進協議会は、独立した協議会として、市民が自ら歯・口腔の健康

増進に向けて主体的に取り組むことができるよう支援するため、船橋市における歯・口腔に

関する保健事業を総合的かつ効果的に推進していくことを目的にしています。  

 委員の皆様には、先ほど事務局司会より説明のありましたこちらの（１）から（５）につ

いての協議をお願いしていきたいと思います。  

 こちらは「船橋市におけるライフステージに沿った歯科保健事業」です。スライドですと

細かくて見にくいと思いますので、お手元の資料でご確認いただければと思います。  

 地域保健課として事業化しているものと、庁内の他部局の歯科口腔に関する取り組みを記

載しております。  

 船橋市の人口は令和元年度に６４万人を突破して、その後も増加傾向にあります。１５歳

から６４歳までの生産年齢人口は６割ほどとなっています。右上の円グラフですが、人口の
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３分の１が昼間、市外で活動していることを示していて、船橋市がベッドタウンであること

が分かります。参考までに、６５歳以上の中で、超高齢者１００歳以上という方は２４１人

いらっしゃいました。人口ピラミッドで表示するとこのような形になります。年々出生率が

減少、自然動態はマイナス傾向にあります。  

 それでは、船橋市で実施している歯科健康診査４項目について、それぞれの報告をさせて

いただきます。  

 まず、妊婦歯科健康診査。妊娠中に１回、歯科医師会の協力歯科医療機関で受診できる歯

科健診になります。対象者が４，７０６人、受診者は１，４３２人、受診率３０ .４％で、昨

年度より上昇しています。  

 過去４年の年齢別受診率の推移です。受診率３０％で安定してきたかのように見えます。

この受診率をどう評価するのかは、この後の議題にて取り上げさせていただきますが、令和

３年度の中核市の調査で、船橋市と同様、個別で妊婦歯科健診を実施している２７市の受診

率の平均が３７ .５％、最高値が秋田市の５６ .２％、最低値は高槻市で１７ .５％でした。先

ほどご紹介した昼間と夜間の人口グラフで各市を確認したところ、秋田市民は昼間も秋田市

におり、高槻市は大阪市など他市に出ていることが分かりました。秋田市民は地域生活圏、

高槻市は船橋市と同じベッドタウンという様相です。  

 年代別の健診結果です。１０代の受診者は３名でした。毎年の傾向ですが、３割から４割

程度の方に未処置歯の歯、つまりむし歯があります。逆にカリエスフリー、つまりむし歯経

験のない方が今回は４０歳代の方にも見られました。今回の健診をきっかけに、住居地近く

の歯科医院をかかりつけ医として、出産後も、さらに生まれた子どもも含めて、家族で予防

的に受診できる環境になればと思います。現在歯数が２８本以上ない方については、歯列矯

正のための便宜抜歯も含まれています。  

 妊婦歯科健診が開始しまして１０年が経過しましたので、健診結果を含めた４項目に着目

して比較しております。令和５年度はブルーの部分、よい部分が増えていますので、歯に関

しての関心や取り組みが上昇したのではないかと思われます。妊娠期は健康意識が高まりま

すので、歯科医院で保健指導や処置を受けて、出産後もその気持ちを継続していただきたい

と思います。  

 続きまして、成人歯科健康診査です。２０歳、３０歳、４０歳、５０歳、６０歳、６５歳、

７０歳を対象に受診票を郵送しています。歯科医師会の協力歯科医療機関にて年度内に受診

していただきます。  

 政府が令和４年度に国民皆歯科健診を、令和７年度の導入に向けて検討するとの方針を示

していましたが、令和６年度から、健康増進法に基づく４０歳から１０年刻みの歯周病健診

に２０歳と３０歳が対象に追加されています。船橋市では既に平成２９年度から、成人歯科

健康診査の名称で、歯周病発症前からの予防が大切であると考え、２０歳、３０歳を加えて

実施してきました。さらに６５歳も追加しており、包括ケアシステムの体系として６０歳か

ら５歳刻みで受診できる仕組みをつくりました。  

 令和５年度の船橋市の実績としましては、対象者数が５万３，９３５人、受診者数３，１

９０人、受診率５ .９％でした。  

 過去４年間の年齢別の受診率の推移です。平成２９年度に対象年齢を拡大した際には、受

診率が７ .４％でしたが、毎年緩やかに減少しています。コロナ禍で自宅勤務等が増えた令和

２年度、３年度は、２０歳、３０歳の受診率が上昇しました。市の歯科健診としましては、

平成１６年度から開始して、既に２０年が経過しています。５０歳以上の市民の方には２回
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目以降の受診票が手元に届くようになっています。前回の健診で受診した歯科医院がかかり

つけとなっていれば、市の健診をあえて受診するということはなくなっていくのが、正しい

方向性になるではないかとも考えられます。  

 歯周病検診の全国での平均受診率は１割にも満たないと言われていて、千葉県内の４７市

町村の平均受診率も、令和５年度は１ .７％でした。中核市で受診票をがん検診などと同封せ

ずに、歯科健診のみ単独で個別発送している１７市の平均受診率は７ .５％、下のグラフにな

ります。船橋市と同様に健康増進事業の対象に加えて２０歳、３０歳を対象としていたのが

ほかに２市ありまして、それぞれ５ .５％と６ .９％という受診率でした。懸念事項のアンケー

トには、「受診率の低さと同時に、定期健診を受けている方に対しての必要性の疑問」、また、

「普段受診していない方への受診勧奨のきっかけづくりといった役割があるのではないか」

という記載がありました。  

 年齢別の健診結果になります。カリエスフリー、つまり、むし歯経験のない健全歯だけと

いう方の受診者数は増えています。人数でいうと合計で２３５人いらっしゃって、一番多い

のが２０歳で１４４人。７０歳でもお一人いらっしゃいました。全員が２８本以上、健全な

歯を持つ方です。  

 先ほどの妊婦を含めて、若い世代にはこの健診をきっかけにかかりつけ歯科医を持って、

このまま健全な口腔を維持していただきたいと思います。  

 進行した歯周炎を有する人の割合です。船橋市は例年、県や国と比較して、歯周ポケット

が４ミリを超える方の割合が多い傾向にありまして、令和５年度も同様でした。こちらの国

のデータの基礎となっています歯科疾患実態調査ですが、今年度も実施する予定です。保健

所の国民健康栄養調査と合同で、市は来週の１４日、歯科医師会の会員の先生に協力をいた

だいて実施します。  

 健診の結果判定になります。前のスライドの結果を受けて、進行した歯周炎を含めて要精

密検査と判定されたのが６割程度です。昨年度と結果は変わりない数値になっています。ま

た、判定の結果、審査票の連絡欄に、各協力医療機関から、「当院で精密検査や治療を予定し

ている」という記載がされているのがほとんどとなっていますので、そのまま継続して受診

しているものと思います。  

 令和５年度は、厚生労働省の８０２０運動・口腔保健推進事業実施要綱に基づき、健康増

進事業対象外だった２０歳、３０歳に対して、要精密検査・要治療と判定された方に歯科医

療機関への受診勧奨の通知を行いました。２０歳、３０歳の受診者は８１６名、そのうち発

送の対象者が４８９名。つまり半数以上の方に送付したという結果です。問い合わせがあり

ましたのは、２０歳の保護者から、「子どもの健診結果を再確認する」という内容でした。  

 先ほども触れましたが、政府が示しました国民皆歯科健診の具体的な検討を行う材料とし

てのモデル事業に、船橋市は継続して参加しています。今回は２種類の講座の参加者４０名、

そのうち２２名の方が参加していただいて、１か月後の事後アンケートは８名が回答してい

ます。その中で４名の方が歯科受診につながったという結果です。ただ、当日確認したとこ

ろ、参加者の方は既に定期的な歯科健診が習慣化されていました。  

 今年度も船橋市はモデル事業に参加しましたが、趣向を変えまして、市立看護専門学校の

学生約９０人に実施したところです。サンプル数がぐっと上がりまして、看護職でも意外と

歯・口腔の知識が少ないというところで、簡単な講話もさせていただきました。私たち歯科

衛生士にとってもやりがいのある事業となりました。事後のアンケート結果を楽しみにして

おります。  
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 続きまして、幼児の歯科健康診査事業です。４か所の保健センターで集団事業を行ってお

ります。１歳６か月児及び３歳児は国で定められている法定健診になります。２歳６か月児

歯科健診は市独自の事業で、歯科健診のみ行っており、希望の方にはフッ化物塗布を行いま

す。  

 保健センター別のむし歯有病者率の比較です。毎年この協議会でお見せしている資料にな

ります。北部保健センター地区のむし歯有病者の多さを示してきました。令和４年度が右側

のスライドになりますが、８％超えと断トツだった北部ですが、令和５年度の結果を見ます

と、他の保健センターとあまり差がないという結果になりました。この結果を基に、次の議

題（２）で、センター別ではなく地区別で集計した結果を報告させていただきます。  

 １０年間の経年変化になります。３歳児の結果で見ると、むし歯予防の周知啓発、教育な

どの長年の母子保健事業がうまくいったのではないかとも思える状況になっております。  

 千葉県の各市町村の平均と船橋市との比較になります。今回は東京都２３区の結果も含め

て比較しました。むし歯のある子の割合は、１歳６か月児でも３歳児でも県の平均を下回っ

ております。２３区の令和５年度のデータはまだ公表されていませんので、令和４年度まで

との比較となります。船橋市は立地的にも東京寄りなこともあるせいか、２３区との差はほ

とんどありませんでした。  

 続きまして、学校歯科健診になります。本日、事務局として参加していただいています教

育委員会保健体育課からいただいたデータを基にした資料となります。  

 全小学校の平均値です。処置した歯も含めて、むし歯にかかった歯を持つ児童のデータに

なります。昨年度お見せしたものとほとんど変わりなく、むし歯にかかっていた乳歯が抜け

ることで、高学年のデータは一旦下降に向かいます。  

 ＤＭＦ指数、つまり１人当たりの永久歯の平均むし歯本数は令和４年度が０ .３８、令和５

年度が０ .３９と、市全体としては低い数値でキープされています。ただ、市全体としては低

く抑えられていますが、学校ごとのデータでは、ＤＭＦ指数１以上の学校が２校ありました。

そのうち１校は１人平均のむし歯本数が２本を超えていて、地域の格差が見られました。  

 中学校のデータです。乳歯もほぼ抜けて永久歯だけになっていきます。１年生のＤＭＦ指

数は０ .２７と優秀な数値ではありますが、県や全国の数値を上回る学校も存在します。１年

生から３年生の約１万５，０００人中、未処置歯のむし歯があったのは約１，２００人。処

置を含むむし歯の有病者としては２，６００人となります。この２，６００人はカリエスフ

リーには戻れません。むし歯は自然治癒しない病気です。中学生より小学生、そして幼児と、

早い時期からの予防対策が重要になってきます。  

 こちらは中学生の歯肉の状態です。前回の協議会で、「小学生の状態はどうか」というご質

問がありましたので、今回は中学生と一緒に並べてみました。小学生でも高学年になると歯

肉炎が発症しているようです。歯肉の状態２とは、明らかに歯周炎の症状もしくは疑いがあ

り、人によっては歯石沈着や歯肉の肥大も見られるとしています。要精密検査として受診対

象となる状態を言います。中学生になる小学校６年生に対して、「歯肉炎ってなあに」という

リーフレットを配布しているところですが、もっと早い時期から取り組みを考えていく必要

があるかもしれません。  

 続きまして、今年度は数年に一度行われている歯科保健実態調査というものが行われまし

たので、船橋市のデータではありませんが、千葉県内の児童生徒についてのデータとして紹

介させていただきます。  

 前回はこちらの調査は平成２９年度に実施されています。調査の項目の中でこの協議会に
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関わる内容を抜粋してご紹介いたします。  

 小学校１年生は保護者が回答していますが、ほかの学年は児童生徒本人からの回答になり

ます。回答者の総数は２，１０９人となります。  

 歯科医院で受けている診査や処置になります。年に１回以上歯科医院で歯科健診を受けて

いる小学生は７割いました。中学生、高校生になると減っていきます。フッ化物塗布などの

フッ化物応用処置を受けた経験があるのが、小学校１年生以外、半分程度になってしまいま

す。歯みがき指導も受けた経験がさらに少なくなっているようです。  

 毎日の歯みがきについて、中学生、高校生より小学生のほうが低いという結果になりまし

た。毎日歯みがきをする時間帯としては、全体の６割が夜寝る前でした。また歯みがき粉の

使用について、「毎日使う」「時々使う」を合わせると９５％を超え、高校生では９６ .８％が

「いつも使う」と回答しています。ただ、その中で、「フッ素入りの歯みがき剤を使用してい

るか」についての質問は、「使っている」と「分からない」がほぼ同数となっています。  

 甘味食品の摂取頻度です。やはり甘いお菓子はどの年代も好んで摂取するようで。小学生

は学童保育に通っている子も多くいることから、放課後ルームのメニューを確認してみまし

た。船橋市では、１年生から３年生を中心に約５，５００人、小学生の１６％ほどが在籍し

ています。市では業者に委託して毎日３種類の市販品のお菓子を用意しています。ある日の

例ですと、カリカリコーン、チョコっとウエハース、あべっ子ラムネの３種類でした。担当

の地域子育て支援課に基準を聞いたところ、アレルギーとカロリーのほか、毎日同じものに

ならない、３種類の食感が違うこと、月の予算内に収めるということでした。アレルギーに

関しては別メニューも用意しています。放課後ルームに通っている児童の保護者の感想です

が、「毎日必ず甘いお菓子を摂取する環境で保育園とは全く違ってきますね」ということでし

た。ちなみに月１回の特別メニューはアイスクリームの出番が多いようです。長時間学校に

過ごす環境で子どもの楽しみは必要になります。ぜひ、通所しているお子さんたちには積極

的にフッ化物洗口事業に参加してもらいたいと思います。  

 「歯の健康に自信はありますか」という設問です。小学生の４割近くが自信がありました。

中学生、高校生は毎日歯みがきをしているのに、「自信がない」のほうが「自信がある」を上

回っているという結果です。  

 千葉県のフッ化物洗口のデータになります。５４市町村中、町も含めて取り組んでいるの

が１９市町で、全公立小学校で取り組んでいるのは８市町になります。隣接する鎌ケ谷市は

既に令和元年度から全校全学年で実施。習志野市、松戸市は現在拡大中で、柏市も取り組み

方についての検討を開始しました。船橋市は今年度中に５５校全校で実施を予定しておりま

す。  

 最後、口腔保健支援事業です。  

 市民が歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって日常生活におい

て歯科疾患の予防に向けた取り組みを行うことを促進するため、歯科口腔保健に関する知識

及び歯科疾患の予防に関する普及啓発業務として、講演会を船橋歯科医師会へ委託しており

ます。今年度は９月と１０月に市民向けに２回開催しました。３回目は１１月に専門職向け

に開催を予定しているところです。  

 議題（１）についての報告は以上になります。  

 

○平田会長  

 ありがとうございました。  
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 ただいまのご報告に対しまして、何かご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。  

 よろしいですか。そうしましたら、歯科医師会から何か補足がございましたらいただきた

いと思います。赤岩副会長、塚越委員、お願いします。  

 

○赤岩副会長  

 ３４ページの口腔保健支援事業につきましては、ここに記載のとおりに、今年度も２回開

催しまして、９月２９日に実施しました口腔ケア市民講演会は、海神駅のそばの海神公民館

で初めて開催したのですが、その辺りの歯科医院を受診している患者さんだったり、また、

「近くて助かった」という声が多く聞かれて、多くの方に参加していただきました。演題は、

「あなたの老いは舌から始まる～今日からできる口腔ケアのすべて～パート２」ということ

で、開催しております。また、１０月６日に開催しました「子どもの口腔ケアにかかる講演

会」は、「お子さんが楽しく安全に食べられるための食べる機能の獲得について」という演題

でした。どちらも参加者からのアンケート結果はとても好評でした。また、１１月２８日に

は専門職向けの口腔ケアの実技講習会も予定しておりますので、ぜひ参加していただきたい

と思います。  

 

○平田会長  

 塚越委員、いかがですか。  

 

○塚越委員  

 まず、「個別健診開始時との比較」を見ての感想ですが、妊婦歯科健診は、母子保健法に基

づいて、歯科医師会の要望で、平成２５年度より船橋市の協力を得て開始された個別健診で

す。この健診が開始されてから１０年が経過したということで、このデータを拝見させてい

ただいて、当初より確実に妊婦の方々の口腔内の予防に対する関心が高まってきており、こ

の健診をきっかけにかかりつけ歯科医を持ってくれた方もたくさんいるのではないかと思い

ます。妊婦も２０歳、３０歳といった若年層のグループに入りますので、今後もこの健診を

通して、若年層の口腔内への意識が高まってくれることを期待しています。  

 次に、成人歯科健康診査の受診率ですが、昨今、予防に力を入れている歯科医院が多いこ

とから、やはり頭打ち感があると思います。ところで、国の歯周病検診マニュアルが改訂さ

れ、令和 8 年度より新しいマニュアルを基にした健診が始まります。健診内容の改訂に向け

て、今後話し合いが行われますが、これをきっかけに、受診率だけではなく、かかりつけ歯

科医に予防を目的として定期的に歯科医院に通っている方がどのくらいいるかという指標を

作ってみてはと思います。  

 

○平田会長  

 塚越委員、ありがとうございます。そのかかりつけ歯科医の件ですが、実際に定期的に歯

科健診を受けに来ていただいている方が増えている感触というのはありますでしょうか。  

 

○塚越委員  

 保険のほうでも歯周病予防に関する診療報酬の増点が見られ、予防に力を入れている歯科

医院が多くなってきていると思います。私の診療所でも定期的に予防を目的として来院され

る患者さんはかなり多いです。ただ、年齢層は、６０歳以上の方に限られている感じはあり
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ます。課題にもなっている若年層や働き盛りの年齢層は、ちょっと少ないかなという感じは

します。痛いときに来るだけという感じだと思います。  

 

○平田会長  

 ありがとうございます。対象が増えた２０代、３０代の方がやはり課題かなというご意見

をいただいたところでございます。  

 もう一点、私からですが、今回の報告には出ておりませんけれども、船橋市には、かざぐ

るま休日急患・特殊歯科診療所とさざんか特殊歯科診療所という施設があります。障害者に

対する歯科についてどうするかということが全国的に課題になっているところですが、そこ

での診療実績についてお伺いします。数字ではなく、感触で構わないです。赤岩副会長、お

願いいたします。  

 

○赤岩副会長  

 特殊歯科のほうで成人歯科健康診査を実施し始めたのが令和４年からでして、受診票を持

って受診される方というのは意外と少人数ですが、やはり船橋市として、成人歯科健康診査

で要介護高齢者の方を受け入れるところがあるということを市民の方に知っていただくこと

が一番大切だと思います。  

 令和６年１月にかざぐるまで１件、受診された方がいらっしゃいました。さざんか歯科診

療所は、開業してから３０年になる中で、定期的に通っていらっしゃる方が多くて、受診票

を持ってこられる方もいらっしゃいますが、来院する日数を少なくするという観点から、受

診票は使いませんが、定期健診はずっと欠かさず行ってくださっている方が多くなってきて

います。  

 

○平田会長  

 ありがとうございます。障害をお持ちの方も高齢化していっている傾向というのが間違い

なくございますし、障害があるがゆえに歯科治療自体がなかなか難しいということもござい

ますので、それ以外の方も同じですけれども、定期的な歯科健診をして大きな処置が必要な

いように、予防にシフトしていくのはすごく重要なこと。その環境にあって船橋市は他市よ

りも恵まれたという言い方がいいかどうか分かりませんが、そういう状況にあると思います

ので、また一層のご尽力をいただければと思います。  

 それ以外に、私からお伺いしたいのですが、スライドの３０ページ、甘味食品の摂取頻度

というところで、特に小さいお子さんの場合は、栄養の観点からもいろんな観点からも甘い

物は必要ですし、一方で、歯科だけではなくて肥満の問題もありますけれども、この辺りＰ

ＴＡの原委員、感触というか、甘いものばかり食べてということなのか、ある程度抑止がか

かっている状況なのか、ご見解があればお聞かせいただければと思います。  

 

○原委員  

 ３０ページの表を事前に目を通したときに、この回答は本当かなというのが最初の感触で

ありました。すみません、我が家が甘い物を食べ過ぎなのかもしれないですが、週３～４日

ということで、一日のうちに甘いお菓子も甘い飲み物も両方取らない日があるというほうが、

正直ちょっと不自然な気がしてしまったというのがまず１つです。  

 先ほどルームのメニュー表も拝見しましたが、今、仕事で自分がいない状態で子どもを家
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で留守番させるですとか、自分が遅く帰ってきて、遅くなってごめんねという気持ち、そう

いった２つから、子どもに甘い物を与えがちであるというのは、私の親などが専業主婦とし

て家にいてくれたときよりも目が届きにくくなっていることに加えて、そういうことも今あ

ると思いますので、正直申し上げて、摂取頻度というのはこの表以上に高まってしまってい

るのが現状ではないかと思います。気をつけていこうという気持ちはありつつも、そういう

感触でした。  

 

○平田会長  

 ありがとうございます。正直私も同じ感触を持っておりまして、我が家も毎日食べている

のではないかという気はしております。子どもはもう大分大きくなってしまいましたけれど

も、昔からそうかなという感触はございます。  

 甘い物を食べてはいけないのかという議論では多分ないと思います。それを摂取した後、

あるいは昔から言われているように、甘いお菓子と甘くない飲み物の組み合わせ、もしくは

その逆、それから、食べた後どうするのかといったところだと思いますので、この辺りは保

健行動に依存してくるものだと思います。  

 後で出てくるのでしょうか。日本全体というレベルで見ると、砂糖の摂取量が増えるとむ

し歯が増えるというデータはありますし、最近はその逆も出てきていまして、砂糖の消費量

が減っているからむし歯も減っているといいますが、減っているほうは実は因果関係がよく

分からなくて、本当に砂糖の消費が減ったからむし歯が減ったかどうかは分かりません。な

ぜかというと、フッ化物とかその他のファクターもいろいろ入っておりますので、特に個人

レベルの砂糖の消費量とう蝕の発生状況というのはエビデンスがなかなかない状況です。そ

うはいっても原因になるのは明らかですので、力を入れるべきは、甘い物を食べては駄目で

はなくて、甘い物を食べたらどうするかというところに持っていくのかなと思っております。 

 では、次の議題、「船橋市の歯・口腔に関する課題と取り組みについて」ということで、む

し歯・歯周病予防、口腔機能の獲得・維持・向上の２つの項目について、昨年度からの取り

組み状況と今後の取り組みについて、資料２にまとめていただいておりますので、事務局か

らご説明をお願いいたします。  

 

○事務局（地域保健課担当職員）  

 議題（２）「船橋市の歯・口腔に関する課題と取り組みについて」ご説明させていただきま

す。  

 こちらが昨年度の協議会で挙げられた「取り組めていないこと・課題になっていること」

になります。昨年度の協議会において、出生順位にかかわらず、北部地区にむし歯の子ども

が多いことが話題となりました。今年度から開始された「健康日本２１（第三次）」の基本的

な方向、また、歯・口腔の健康づくりプランのグランドデザインの中でも、社会における地

域格差や経済格差による歯・口腔に関する健康格差の縮小を目指すこととされています。そ

のような経緯もあり、今回、新たに北部地区にむし歯の子どもが多いという課題を挙げまし

た。  

 まず、むし歯・歯周病予防の取り組みの１つ目、フッ化物洗口事業の全市立小学校全学年

での実施です。船橋市のフッ化物洗口事業の実施方法ですが、週に１回、薬剤師会の会員薬

局で調製した「フッ化物洗口液」を配送業者が学校に配送します。届いた洗口液は、各クラ

スで１人分を紙コップに分け、１分間うがいを行います。実施する前には、教職員向けに説
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明会を行い、保護者へ希望調査を取り、希望した児童に実施しています。  

 令和２年度には、教育委員会との連携の下、市立小学校全校全学年で実施するとしており

ましたが、感染症の影響で洗口が中断となりました。３年度後期より事業再開をいたしまし

たが、昨年度は５５校中５４校の再開で、いまだ全校での再開に至っておりません。  

 今年度の状況ですが、本日までで５３校、２万３，７０１名が洗口しています。未実施の

２校につきましては、１校が来週より、もう１校は来年１月再開予定で現在調整中です。  

 先日、ふなばし健康まつりが実施され、フッ化物洗口体験コーナーを出展いたしました。

毎回この場でフッ化物洗口の体験を行っていますが、全学年で行っている学校も増えたので、

通りかかる小学生から、「あ、フッ化物洗口だ」と声をかけてもらうことも増え、保護者の方

にもたくさん体験をしていただきました。  

 取り組みですが、全校全学年での洗口実施に向けて、昨年度の協議会の翌月に、当協議会

の原委員にご協力をいただき、市ＰＴＡ連合会の理事会にてフッ化物洗口の説明・実演とリ

ーフレットを配付させていただきました。  

 フッ化物洗口の効果に関しまして、１９７０年から５０年にわたり、集団フッ化物洗口事

業を行っている新潟県の弥彦村において、令和２年度に大人のむし歯調査を行ったことにつ

いて報告いたします。  

 集団洗口開始から５０年たち、大人になってからもその効果が持続しているかを検証した

結果、小児期のフッ化物洗口が大人になった後も一定の効果を持ち続けていることが分かっ

たということです。この結果から、船橋市でもフッ化物洗口の実施に当たり、今現在のむし

歯予防だけではなく、数十年たってもなお効果が持続するというメリットについても併せて

伝えていきたいと考えます。  

 先ほどの健康まつりのときに、船橋市と習志野市で小学生時代にフッ化物洗口をやってい

たという学生２人がブースに来てくれました。そのときに、「今もむし歯になっていません」

ということでお話をしてくれました。  

 こちらは過去１０年間の１２歳児１人平均むし歯本数の推移となります。先ほどご紹介い

たしました弥彦村のある新潟県のＤＭＦは昨年度０ .２３であり、２０００年から２４年連続、

全国最小となっています。船橋市も５年度のＤＭＦ指数は０ .２７と新潟県の数値に迫ってき

ています。  

 続いて、新たな課題として挙げた北部地区にむし歯の子どもが多いという課題についてで

す。この課題に対しまして、昨年度の協議会で、保護者への啓発とハイリスクアプローチの

ため、北部保健センターにおいて、「１歳６か月健診でフッ化物塗布をするのはどうか」とい

うご提案をいただいたことを受けて、今年４月より、北部保健センターの１歳６か月健診の

場でフッ化物塗布を開始いたしました。健診にお越しいただいた方に、北部地区は市内のほ

かの地区よりむし歯のお子さんが多いこと、むし歯の予防法の一つとしてフッ化物塗布があ

るということを、歯科衛生士から保護者一人一人に伝え、希望の方にはその場でフッ化物塗

布をしています。１０月には２７人来所して、２４人がフッ化物塗布をしました。４月から

１０月の来所者の方のフッ化物塗布の実施率は９０ .２％になっています。  

 こちらは、市内の保健センターで実施した３歳児健診のむし歯有病者率の１０年間の推移

となります。緑色で表記されている北部以外の３保健センターは、ほぼ同じような経過をた

どっています。北部に関しましても、３センターとの差が縮まっている傾向も見られます。  

 船橋市は、市内を２４の地区コミュニティーに分けています。保健センターは４つあり、

中央保健センターは黄色の部分の７地区、東部保健センターは青の部分の５地区、北部保健
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センターは緑の部分の７地区、西部保健センターはピンクの部分の５地区をそれぞれ担当し

ています。しかし交通アクセス等の問題から、健診を案内する保健センターが異なる地域も

いくつかあります。例えば咲が丘という地区がありますが、地区担当は北部保健センターに

なりますが、駅が近いエリアであるため、健診は東部保健センターにご案内をしていたり、

同じように、西部保健センターが担当している丸山という地区も、東武線沿線に中央保健セ

ンターがあるため、中央保健センターの健診を案内しているということになります。  

 また、日程のご都合などで、案内とは別の保健センターで健診を受診する方もいらっしゃ

います。そのため、これまで健診を受けた保健センターのデータを使用していましたが、今

回各地区の特徴を捉えていきたいということもあり、受診者の住所地を基にして、地区担当

が在籍する保健センターごとで集計をすることにいたしました。ここから先がそのデータと

なります。  

 右のスクリーンに映っているものは、先ほど 1 部でご覧いただいた昨年度までと同様の受

診した保健センター別のグラフとなります。左側の上のほうにありますグラフが住所地ごと

にむし歯有病者率を集計したものになっております。住所地で集計したことにより、若干数

値が変わっております。一番むし歯有病者率が高いのは中央地区になりました。国の歯・口

腔の健康づくりプランでも、３歳児で４本以上のう蝕を有する者の割合が指標として挙げら

れており、目標値は０％となっています。  

 昨年度、船橋市の３歳児健診でむし歯のあった者は２０２名で、全体の４ .９％であり、そ

のうち、むし歯が４本以上ある者は４７名、３歳児健診受診者全体の１ .１３％でした。むし

歯があった２０２名を詳しく見ていくと、むし歯の本数２本という方が最多でしたが、１８

本むし歯があったというお子さんもいらっしゃいました。むし歯が４本以上ある者の割合が

一番高かったのは北部地域でした。１５本、１８本とむし歯があるお子さんの地域を見たと

ころ、これは中央地域に住所があるお子さんでした。  

 さらに、２４地区のコミュニティーごとにむし歯有病者率と要観察歯保有者率を算出し、

それぞれの市平均より高いか低いかにより４色に色分けしたのがこちらの地図になります。

むし歯有病者率、要観察歯保有者率が共に高かった地区が赤く塗られている４つの地区にな

ります。それぞれ中央、西部、北部地区に分けられている地区になりますが、実際地図上で

は隣り合っていて、市の内陸部に集中していました。船橋市内には９つの鉄道の路線が走っ

ており、比較的交通の便がよいところですが、市の中心を走る路線はなく、利便性の悪い地

域も存在します。歯科医院も鉄道の駅の近くに多い傾向もあるため、歯科医へのアクセスが

よくない地域もあり、そのような影響も少なからずあるのではないかと推察されます。  

 右側に映しているものはお手元の資料にはございませんので、スライドをご覧ください。

小学校の歯科健診結果についても調べてみました。小学校の学区は地区を越えて設定されて

いるため、住所地と通学している学校はイコールにならない前提がありますので、単純に比

較できるものではありませんが、先ほどの３歳児健診の結果で赤く塗られていた４つの地区

に所在している小学校において、むし歯有病者率が市の平均より高いか低いかについて見て

みました。  

 それぞれの地区に所在する小学校数と、そのうちむし歯有病者率が市内平均より高い学校

数を表にしたものです。金杉地区は地区内全ての小学校が平均より高く、法典地区は半数、

八木が谷地区も３校中２校が平均より高い結果でした。三咲地区に関しましては、地区の中

に学校がなく、三咲地区に住んでいる児童が通学している近隣の地区内にある５校について

見たところ、４校が平均より高い結果となっていました。幼児期に限らず、学童期にもむし
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歯リスクに同様の傾向が見られるのではないかと考えます。  

 昨年いただいたご意見から、妊婦歯科健診や成人歯科健診の結果についても地域ごとに結

果の集計をしてみました。大きな差ではないのですが、未処置歯のある者はいずれの健診で

も北部地区にお住まいの方が一番割合が高く、カリエスフリー、むし歯の経験がない者に関

しては、西部地区がいずれの健診でも高い傾向でした。  

 続いて、「永久歯列に生え変わる学齢期の健康教育」についてです。昨年度の協議会にて、

肥満の問題と絡めた早食いの問題や、歯肉炎も小学生のときからの対策が必要ではないかと

いうことで話題に挙がっておりました。引き続き、歯肉炎についてもパンフレット等で啓発

を行っておりますが、今年度は子どもたち自身が見て学べるような内容のものにするべく、

現在、学齢期の歯の情報のホームページを作成中です。案ができましたら、学校関係者の皆

様からもご意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  

 次に、「進行した歯周炎を有する人の割合が国や県より高い」という課題です。  

 歯科から足が遠のいている方がかかりつけを持ち、継続的な歯科受診につながるきっかけ

として、まずは成人歯科健診、妊婦歯科健診の受診機会を逃さずにしていただきたいと中長

期的に啓発を行っていきたいと考えています。1 部でもご紹介いたしましたが、昨年度は２

０歳、３０歳の成人歯科健康診査を受けた方で要精密検査、要治療の判定となった方に、健

診後に受診を継続していただきたいことから、「歯医者さんに行きましたか？」の受診勧奨リ

ーフレットを送付いたしました。  

 また、妊婦歯科健診の受診者のうち要精密検査、要治療の判定になった方が約８割であっ

たことや、母親の口腔内環境が赤ちゃんにも影響があるため、しっかりやっていきたいとこ

ろだと、昨年度の協議会でもお話がありました。そのため、産後にはなりますが、保健セン

ターで開催される４か月児健康相談の案内文書を送付するときに、「かかりつけ歯科はあり

ますか？」のリーフレットを封入し始めました。  

 また、今年９月から３歳児健診に付き添いで来所している保護者の方の口腔内チェックを

再開いたしました。保護者の方は、ふだん仕事や家事、育児などで忙しい世代であるため、

子どもの健診に来所した際に自分自身の口腔内について意識し、歯科受診のきっかけとなる

よう口腔内チェックを勧めています。  

 成人歯科健診については、届いた郵送物の中から受診票に気づいてもらい、封を開けても

らうため、封筒の色を青から目を引くオレンジ色に変更しました。受診票のレイアウトも変

え、受診方法なども端的に伝わるような表記にいたしました。  

 また、市役所本庁舎などに設置しているデジタルサイネージなどのデジタル媒体も使用し

て健診の周知を行ったり、昨年に引き続き、ふなばしＭＯＲＥベジ協力店の飲食店に加え、

今年は新たに受動喫煙０推進協力店にもポスター掲示をお願いいたしました。  

かかりつけ歯科を持つ者の割合ですが、１歳６か月児健診では２４．７％、これはむし歯

有病者率も０．５２％であることから、ほとんどが予防で受診していることが推察されます。

３歳児になると半数弱がかかりつけ歯科を持っています。  

 今年９月に保健センターでの幼児健診に来所した保護者に、「１年以内に歯科受診をしま

したか」という聞き取り調査を行いました。１年以内に歯科受診をした人は６６．１％と既

に３分の２の方が歯科につながっていることが分かりました。令和４年の歯科疾患実態調査

でも５８．０％との結果が出ており、市民の大体６割ぐらいの方がかかりつけを持っている

のではないかと考えられます。  

 妊婦歯科は２７．２％と、その半数以下の数値でした。これは推察となるのですが、妊娠
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して妊婦歯科健診の受診票が交付されたことをきっかけに、かかりつけのない方が受診した

のではないかとも考えられます。市内にかかりつけを持ち、パートナーやこれから生まれて

くる子どもも一緒に通院できるよう、今後も健診へのアプローチをしていきたいと考えます。 

 むし歯・歯周病予防については、次の３点を今後重視して取り組んでいきたいと考えます。  

 まず１点目、地域の実情に合わせた歯科保健事業の展開です。各保健センターでは、それ

ぞれの地区の特徴を問診票等から把握し、地域住民や地域のキーパーソンとなる方たちへ情

報を提供することも含め、それぞれの地域に合わせた健康教育や保健指導をしていけるよう

取り組んでいきたいと思います。  

 ２点目、永久歯列に生え変わる学齢期へのアプローチです。本年度、全校でのフッ化物洗

口が再開される見込みとなっています。引き続き、フッ化物についての正しい知識を発信し

ていくとともに、児童・生徒やその保護者、教職員に対して広く歯・口腔の健康についての

知識や啓発ができるよう検討していきたいと思います。  

 ３点目、かかりつけ歯科を持つことの周知啓発です。こちらも引き続きの取り組みとなり

ますが、かかりつけ歯科を持ち、歯科医院で定期的に管理をしていただくことが生涯の歯の

健康の維持につながっていきます。船橋はベッドタウンであること、また、転出入の多い地

域となります。身近に通える歯医者さんをみんなが持てるよう、特に若い世代を中心に啓発

をしていけたらと思います。  

 続いて、「口腔機能の獲得・維持・向上」についてご説明をさせていただきます。  

 １つ目は、昨年度に引き続き、乳幼児期、学齢期の口腔機能の発達についての情報提供で

す。昨年度の協議会の場で、「お口ぽかん」の状態の子どもたちの様子のお話を委員の皆様よ

り伺い、口腔機能の獲得期からの情報提供が重要だと改めて感じたところでございます。  

 取り組みといたしましては、２歳６か月児歯科健診や３歳児健診の場で啓発ポスターを掲

示することに加え、３歳児健診の場で配布する歯科のリーフレットに、食事中の姿勢やぶく

ぶくうがいの練習方法と効果についての情報を掲載いたしました。また、ふだんの生活の中

でお口を使って楽しく気軽にできる遊びを紹介するホームページを作成し、１０月から公開

しております。こちらのホームぺージについても今後周知をしていきたいと思っております。 

 夏に開催されました３～６歳児・歯っぴいフッ化物塗布事業の中で、くちトレ遊びコーナ

ーを設け、ティッシュペーパーを使った鼻呼吸チェックや、吹きこま回しや、ウサギさんと

一緒に舌を動かしてみたりなど、口腔機能の発達を促す遊びの紹介を行いました。こちらの

事業には、ボランティアで来ていた中高校生が来所したお子さんたちに遊び方のレクチャー

をしてくれました。ボランティアの学生さんたちにも口腔機能について知ってもらう機会に

もなりました。  

 ９～１２か月のお子さんを対象としている食育講座では、食べ方についての内容も取り入

れて講話の内容を充実させました。  

 続いて、「オーラルフレイルについて成人・高齢者向けに周知啓発を行う」ということです

が、今年４月に「オーラルフレイルに関する３学会合同ステートメント」が公表され、オー

ラルフレイルの概念・定義が明確となり、オーラルフレイルのチェック項目が作成されまし

た。エビデンスに基づいた統一見解が発出されたことで、オーラルフレイルの周知もしやす

くなりました。  

 取り組みですが、引き続き、講座や地区教育の場においてオーラルフレイルの啓発を行っ

ています。また、ふだん特定保健指導を行っている健康づくり課の保健師が「パタカ測定」

の体験をいたしました。保健師など多職種にオーラルフレイルを理解していただくことのき
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っかけとなりました。  

 以上のことから、口腔機能の獲得・維持・向上については、引き続き、簡単にできるぶく

ぶくうがいについてさらに啓発していきたいと考えました。市内の幼稚園や保育園に歯科指

導に行っているため、今後、ぶくぶくうがいについても指導内容に組み込んでいきたいと思

います。また、フッ化物洗口でぶくぶくうがいを行っている小学生においても、口腔機能の

面でも効果があることを啓発していけるよう検討していきたいと思います。成人・高齢者に

対しても、これまで同様、地区健康教育などの場においてうがいの啓発を行いながら、オー

ラルフレイルについての情報提供も併せて行い、さらに「オーラルフレイル」という言葉の

認知度も上げていけたらと考えています。  

 そのほかといたしまして、多職種連携についてご報告をいたします。  

 保健センターでの２歳６か月児歯科健診の会場において、船橋薬剤師会がお薬コーナーを

併設して、保護者の方のお薬に関する相談に乗っていただいております。また、先月には当

協議会の平田会長を講師として、「薬剤師による歯科保健指導から始まる？歯薬連携」と題し

たウェブセミナーを開催されたと伺っております。  

 また、２歳６か月児歯科健診や３～６歳児・歯っぴいフッ化物塗布事業の歯科保健事業を、

栄養士、食生活サポーター、保健師も一緒に行っています。そして、災害対策ですが、引き

続き、講話やリーフレット配布により市民への啓発を行っています。地域保健課の歯科衛生

士は、被災地での施設、避難所での歯・口腔に関する情報収集を目的としたアセスメント票

の記載方法を確認するなど、有事の際に必要な知識や技術の共有を行っております。  

 長くなりましたが、以上となります。  

 

○平田会長  

 ありがとうございました。  

 ただいま事務局から議題２につきまして説明がございましたが、かなりのボリュームでご

ざいますので、このまま自由に話をしていくと、何の話をしているか分からなくなりそうな

感じになります。最初に、「むし歯・歯周病予防」の議題について、皆様からご意見をいただ

きたいと思います。  

 まず、全市立小学校全学年での実施、あるいはむし歯の子どもが多い地区の話がございま

したので、事務局になりますが、保健体育課から何かご意見いただけたらと思いますが、い

かがでしょうか。  

 

○事務局（保健体育課保健係長）  

 保健体育課です。最初に振られるとは思っていませんで、どうしましょうといったところ

ですが、３歳児健診の地区別のところ、事前に資料を確認させていただいて、そこに当ては

まると思われる小学校等を確認はしてきたのですが、口腔衛生の取り組みについては、各学

校において、授業の中でも学習指導要領に基づいて生活習慣病の予防ということでやってお

ります。フッ化物洗口が今年度はほぼ全校になるということで喜ばしいところでありますが、

どうしても学校の授業の中ではやることがたくさんあるので、なかなか生活習慣として取り

入れられるところまで学校の先生方が関与できていないという実情もあるかもしれません。  

 給食後の歯みがきタイムの件につきましても、コロナ前に戻すように学校も努めていると

ころですが、水道の問題であったり、感染症も学級閉鎖も昨年と比べますと目に見えて減っ

ておりますが、様々な事情によって進められない学校もございます。  
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 ただ、この会議に参加させていただくようになりまして、学校でも肥満対策は早急に取り

組む健康課題と思っておりますので、地域保健課で、学校が自由にいいタイミングで配れる

ようなリーフレットの提供などをいただけますと、こちらとしては、養護教諭が適宜、定期

受診勧奨のタイミングだったり必要な時期に適切に使えるかなと聞いて思っておりました。  

 すみません。まとまりませんが、よろしくお願いします。  

 

○平田会長  

 いきなり冒頭に振って申し訳ございません。リーフレットの件等、非常に有意義なご意見

をいただきましたので、また事務局と併せて検討していきたいと思っております。  

 歯みがきの件に関して、特に学校の先生が大変忙しいというのはもう皆さんよくご存じの

ことで、学校の先生に、私が冒頭申し上げた生活習慣の指導まで身につくように指導してく

ださいというのは、なかなか大変だと思います。加えて言うならば、従来、歯みがきは１日

３回と言ってまいりましたが、お子様はちょっと事情が違うかもしれませんが、今現在、実

は１日２回が一応推奨されているところです。朝起きたとき、それから寝る前ですね。加え

て、それ以外に何か甘いものを食べたときは当然必要になってくるわけですが、その中にあ

っても生活習慣という観点からは、給食の後の歯みがきという習慣づけができるとうれしい

なと思っているところでございます。  

 では、まず、フッ化物洗口事業のことについて、歯科医師会から何かご意見、あるいは追

加はございますでしょうか。  

 

○赤岩副会長  

 フッ化物洗口に関しましては、小学校全校に取り入れていただけるということで本当にう

れしく思っています。よろしくお願いしたいと思います。むし歯の予防に関しては、何より

もフッ化物が一番有効なものですので、それをやっていただければ、先ほどの健康まつりで

お話ししていただいた青年のように、ずっとむし歯がない状態が続くと。  

 むし歯に関してはフッ化物洗口を行っていただければよいと思いますが、資料 1 の実績報

告の２５ページでは、歯肉の状態２の割合が中学生では高くなっていまして、資料１の２９

ページで「毎日歯みがきをする」という高校生がすごく多い中で、歯肉炎が多い。それから、

３１ページでは、「歯の健康に自信があるか」という問いに対して、これは本人が回答してい

るということで、「自信がない」と答えている理由を知りたいと思うのと、「分からない」と

いう回答が多いので、どうして分からないのかということ。あと、口腔の健康については、

どういうことで健康と言えるのかという定義のようなことが分かっていれば回答できると思

いますので、歯・口腔の健康についての内容の共有がもうちょっと必要なのかなと感じまし

た。  

 

○平田会長  

 ありがとうございます。  

 フッ化物洗口は薬剤師会にも非常にご尽力いただいて、いつも本当にありがとうございま

す。杉山委員、ご意見を頂戴できればと思います。  

 

○杉山委員  

 薬剤師会の杉山です。  
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 まず、この資料をいただいて、新潟の弥彦村は５０年なんですか。驚きました。結果が出

ているということと、先ほどの健康まつりのお話もいただきましたけれども、むし歯になっ

てないんですというお話をいただいて、私たちが一緒に参加させていただいているかいがあ

るなとすごく感じるところです。  

 特に、つくってお渡ししてということで、問題とは思っていないのですが、時々ボトルが

返ってこなかったり、ボトルについているクラスの札がしばらく返ってこなかったり。それ

は多分、子どもさんが興味を持ってどこかに持っていってしまっているのか。それだったら

いいなと。逆にその物に対する興味があるのであれば、フッ化物の洗口事業をやっているよ

というイメージになるのではないかと思って、強く何か問いかけたりはしていません。戻っ

てくるのを待っているか、先生に電話をさせていただいているような状態です。  

 最初の資料１のところでふと気がついたのですが、千葉県全体のフッ化物洗口事業の実施

状況というのが３２ページに出ていて、船橋は赤く書いてくださっていて、しっかりやって

いるなと思っていたら、その２つ上の市原は、保育所や中学校などでも全部やっていらっし

ゃる。実は私は市原市民なんです。市原薬剤師会の人間からは何も聞かれたことがなく、松

戸や、最近は木更津、君津の薬剤師会から、「フッ化物洗口事業を船橋はどういうふうにして

いるんですか」という質問を受けたことがあります。でも市原はどうやってやっているんだ

ろうなと。多分、薬剤師会は関わっていないのかもしれません。  

 私たちが関わらせていただいたことで、歯と口腔の衛生ということをすごく意識するよう

になりました。先日、平田先生に講演をしていただきまして、非常に面白く、私たちがはっ

とするところもあります。こうやっていくんだと。１日２回の歯みがき推奨ということも含

めて、薬局のカウンターに立っている人間がどのように患者さんにアプローチしていくかと

いうことを含めて、フッ化物洗口は大人でもいいと思います。市販のものがありますので、

そこも含めてこれからもっと考えていかなければいけない分野かなと。歯科医師会さんと連

携を取りながら、歯・口腔に対して何かできたらいいなといつも考えているところです。  

 フッ化物洗口とは外れてしまいますが、在宅に私たちが行って歯で悩んでいる方がいらっ

しゃったときに、いつも赤岩先生にお電話して、この地域なんですが、どなたかいい先生は

いらっしゃいませんかと。歯科医師会の事務局さんと連携して紹介していただいて、問題が

解決していくという流れが少しできてくるのではないかと期待しているところですので、歯

科医師会さんとの連携をこれからも私たちが積極的にしていきたいと思っております。  

 洗口液のほうは、今５２校ですか。５４校が実施できる。５５校に今度なるということで

すが、今、８薬局でそれを全部賄っています。先生に講習会をしていただいたり、こういっ

たデータを薬剤師会のメンバーに公表することによって参加する人も増やしていきたい。市

全体の薬剤師会のメンバーでやっていきたいといつも考えております。まとまりませんが。  

 

○平田会長  

 ありがとうございます。杉山委員も市原市民だと言われたのですが、私も実は市原市の委

員をやっておりまして、お立場は違いますが、高澤委員が市原市のまさに歯科保健をご担当

されているので、高澤委員、手短かに何かご紹介いただければと思います。  

 

○高澤委員  

 市原市の職員なんですけれども、市原市もいろいろなやり方を模索した中で、現在は、歯

科医師会に協力をいただきまして、学校の先生が希釈する場合と、それから学校医の歯科医
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師の先生が歯科医院で希釈をして運ぶ。それを学校に選んでいただく形で、最初は薬剤師会

にもご相談していろいろ模索した中で、今の状況で全部の学校が実施となっております。  

 

○平田会長  

 よその市の話なので一応これで終わりですが、今後、連携の話がまた出てくるかと思いま

す。よろしくお願いいたします。  

 小学校のフッ化物の話でございますので、小学校長会の齊藤委員、何か現場の感覚、ご意

見をいただければと思います。  

 

○齊藤委員  

 よろしくお願いします。本校では、毎週水曜日にフッ化物洗口を行っております。１年生

から６年生までスムーズに行えております。先ほどお話がありましたが、あと２校で全校実

施ということで安心しております。  

 先ほど歯みがきの話がありましたが、やはり小学校では、限られた昼休みの時間の中で、

外で遊びたいところを我慢させて歯みがきの時間に費やしてしまうと、子どもたちの発散の

場もなくなってしまうので、ちょっと難しい。あとは場所の問題ですね。限られた手洗い場

で多くの人数がわっと行ってしまうので、現実的には難しいところがございます。ただ、や

りたい子はやるということでやっております。  

 私は、今は小学校ですけれども、その前は船橋の特別支援学校にいて高等部の担任をやっ

ていました。特別支援学校では授業の中で、赤く色がつくものを生徒の口の中に塗ってもら

って、みがき残しの確認をして、それを落とす歯みがきをやろうということで、年に１回、

全学年全クラスでやっていました。そのようなことを取り入れていけたらいいのかなと思い

つつ、なかなか時間がなくてもどかしいところでございます。  

 話が小学校からちょっとずれてしまいますが、私自身、むし歯があって歯医者に通ったと

きがあって、むし歯の治療をしたのですが、なぜかむし歯が治った後も、「次の予約はどうし

ますか」と言われて予約を取り続けていたら、定期的に３か月に１回通院をして、いつの間

にか自然に予防の世界に足を踏み入れていました。そのおかげで、むし歯が非常に多い人間

でしたが、全くむし歯がなくなっています。今はむし歯の治療ではなくて、事前に予防する

時代になってきたことを身をもって体験しております。同様に、自分の子どももむし歯がす

ごく少なくなってきて、いろいろな面でむし歯について事前の予防が進んでいることを実感

しています。  

 ２０歳、３０歳の受診ですけれども、一番いいのは、マスコミからそういうのが流れて目

にすれば気にするかなと思う反面、今の子どもたちはテレビを本当に見ないんですね。うち

にも二十歳と中学生の子がいますが、テレビをほとんど見なくて、見るのはＳＮＳ関係ばか

りなので、逆にマスコミよりも、今は TikTok とか旧 Twitter のＸ、予算の絡む話ですけれ

ども、そちらのほうで船橋として流したほうが目に触れて、こういうのがあるんだと気づけ

るのかなと感じました。話が離れて申し訳ないですが、以上でございます。  

 

○平田会長  

 ありがとうございます。私ごとで申し訳ないです。昨年、東京都歯科医師会は、東京都の

事業で YouTube の動画を撮りまして、１０万再生ぐらいいったのですが、その中で違う切り

口でお話しさせていただきました。それは何かというと、お昼休みに歯をみがかずに遊びに
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行ってしまうことです。あまりそういう切り口で話を聞いたことがなかったので言ったのは、

皆さん食器は洗いますよね。汚いなと思うわけですけれども、同じものが口の中に残ってい

るわけですので、そのまま置いておくのという話もさせていただいたことがあります。よろ

しければ探していただくと出てくるかもしれません。いろいろ本当にありがとうございます。 

 次の話題に入りたいと思います。北部保健センターでフッ化物塗布をしていただいて、併

せて金杉地区の話が出ておりましたが、歯科医師会から、まずフッ化物塗布の状況、あるい

は金杉地区について何かご意見があればいただければと思いますが、よろしいでしょうか。  

 

○塚越委員  

 船橋市の各地区で、３歳児健診のむし歯有病者率のデータを出していただきましたが、ち

ょうど私はこの赤く塗られた、う蝕有病者率の高い金杉地区で開業しております。更に船橋

市の全小学校の中で、やはりう蝕有病者率の高い金杉小学校の学校歯科医です。この地区で

言えることは、陸の孤島というような感じで交通の便が悪く、なかなかかかりつけ歯科医を

見つけるのが難しいのが事実です。  

 このデータは前もって拝見させていただきましたので、金杉小の養護の先生にお聞きしま

したら、養護の先生も以前赴任していた小学校に比べて、金杉小はむし歯が多い事は、実感

していたようです。正直なところ私は、健診をしていてそんなにむし歯が多いという感じは

受けていませんでしたが、ただ、二極化していて、むし歯の本数の多い児童が結構見受けら

れていたとは思います。  

 私は、この地区の御滝中学校の学校歯科医もやっているものですから、金杉小の卒業生の

中学３年生の健診結果を御滝中の養護の先生に調べてもらったところ、他の小学校の卒業生

に比べてやはり高いう蝕有病者率でした。やはり、健診でむし歯を指摘されても、かかりつ

け歯科医がいないため放置する傾向にあるのかなと思います。私は、金杉小で必ず年に１回

は衛生士を連れていって保健指導はしていますが、この打開策についてはいろいろ難しい状

況にあると思います。これを機会に養護の先生とも話をして、どうしたら改善できるか探っ

ていきたいと思います。また金杉地区の金杉台小学校と高根小学校の学校歯科医の先生とも

話をして、どうしたらいいか考えていきたいと思います。  

 ひとつ平田先生に質問があります。今、歯科医も高齢化してきており、この地区で若年層

が、がかかりつけ歯科医を見つけにくい要因にもなっていると思います。  

 この点について平田先生の見解をお聞かせください。  

 

○平田会長  

 ちょっと話が長くなってしまいそうなのでかいつまんでですが、歯科医師も非常に高齢化

しております。先ほど人口ピラミッドが出ていましたけれども、２年ほど前の時点での歯科

医師のボリュームゾーンは既に６０～６５歳です。よく世間では２０４０年問題と言ってい

ますが、歯科は２０３０年に問題が発生します。高齢化した歯科医師が増えてきて、今、塚

越委員からもありましたけれども、いろいろな問題が発生してくる。それは歯科医師側の問

題ではなくて、歯科を受診される側の受診の利便性が著しく損なわれてくる可能性が高いと

いうことを言っているところでございます。  

 一方で、自由開業医制という制度にのっとってやっておりますので、アクセスの悪いとこ

ろに歯医者を誘導できるかというとなかなか難しくて、皆さん、利便性のいいところにつく

っている。コンビニより多いとやゆされますが、コンビニのほうが多かったことは一度もご
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ざいませんので、コンビニがいっぱいあるようなところに歯科医院もいっぱいあるというふ

うに見える。一方で、コンビニのないところにも歯科医院はあるわけです。多いに決まって

いるわけですが、そういった地域性の問題というのが今後ますます問題になってくるのは既

に予測をされております。  

 これは歯科保健ではなくて歯科医療の話に見えますが、歯科保健の実施場所としての歯科

医療機関であることは間違いありませんので、将来的にはこの１０年でいろいろ様変わりし

ていくかと思います。特に今回は地区ごとに分けて検討されておりますので、地域性の問題

というものを取り上げていかないと、地区格差がどんどん拡大していくおそれもあるかと思

っております。塚越委員、赤岩副会長、今後ともよろしくお願いいたします。  

 続いて、歯周のことについては先ほどお話がありました。もう１点は、今年、国の歯科疾

患実態調査が入ることになっておりますが、それについて歯科医師会から何かございますか。 

 

○塚越委員  

 国の歯科疾患実態調査は、船橋市では 4 年ごとに対象地区を限定して実施されていますが、

今年 11 月 14 日に歯科医師会の会員の先生が調査員として派遣されております。かかりつけ

歯科医で定期的に予防を目的として通院している受診者のデータがでましたら、また報告し

たいと思います。  

 

○平田会長  

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  

 では、次の２つ目の「口腔機能の獲得・維持・向上」についてのほうに話を移させていた

だきたいと思います。こちらは、オーラルフレイルについて成人・高齢者の話、それだけで

はなくて口腔機能獲得ということで小児と、両方のポイントがあるわけですが、口腔機能に

関する講演会を歯科医師会様のほうで実施していただいたところです。参加者からの反応に

ついてはどのような感じか、現場からのフィードバックをいただければと思いますが、いか

がでしょうか。  

 赤岩副会長、よろしいですか。  

 

○赤岩副会長  

 子どものほうに関しましては、以前から「お口ぽかん」というところが問題になっている

ということで、そのことも盛り込んでいただいた講演にしております。また、高齢者向けの

講演会に関しましては、今年はパート２ということで実施しましたが、内容もとても充実し

ていて、パート１も聞いてみたかったという意見もございました。  

 また、ほかにも入ってしまいますが、口腔発達不全に関しましても、本人に自覚症状がな

い疾患なので、これは保護者や教職員、学校歯科医が早く気をつけてあげなければならない

ことだと思います。  

 大人のオーラルフレイルにつきましても、放置しておくと嚥下障害に陥り、全身の栄養の

低下からフレイルの状態となって命のリスクが倍増するので、注意が必要ですけれども、こ

れらのことは保険の検査の中に取り入れられていますので、歯科医院を受診していただけれ

ば早期の発見にもつながりますし、また指導もできると思いますので、ぜひ活用していただ

きたいと思います。  
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○平田会長  

 ありがとうございます。「お口ぽかん」は、ここでは口の機能というところになっておりま

すが、実は歯科矯正の領域でも、口がきちんと閉じるか閉じないかというのは歯並びにすご

く影響があって、マイオファンクショナルセラピー、ＭＦＴと言っていますが、それだけで

歯列がきれいに並ぶケースがあるということも出ております。そういった観点からも普及し

ていただくと、今は皆さん、歯並びをすごく気にされていることが多いですから、いいので

はないかと思っているところでございます。  

 続いて、食育に関して、事務局より食育講座について情報提供いただけますでしょうか。  

 

○事務局（保健センター管理栄養士）  

 市内３か所、中央、東部、西部保健センターでは、９か月～１２か月の乳児を対象に、離

乳食、３回食と歯みがきの教室という集団事業を行っています。栄養士と歯科衛生士が子ど

もの発達に合わせた離乳食の進め方を支援し、望ましい食生活の確立やむし歯予防に対する

正しい知識と情報提供を行うことを目的としています。  

 この事業では、これまで３回食に進んだ乳児に向けた離乳食の硬さ、形状やむら食い、遊

び食べの対応などを中心にお話をしてきました。しかし、ここ最近、保護者の方から丸飲み

をはじめとして食べ方についての相談が多くなり、口腔機能の発達に注目が集まっているよ

うに感じ始めました。  

 食事のリズムがつき、食形態もステップアップする３回食開始のこの時期に、口腔機能に

ついて啓発する機会が必要ではないかと実感し、昨年度より手づかみ食べや食べる姿勢につ

いてのお話を追加することとしました。食事中の姿勢が及ぼすかむ力への影響や、手づかみ

食べを通じて一口量やかむ行為を理解する内容を講話に取り入れています。  

 栄養士と歯科衛生士の異なる視点から摂食機能について伝えることで、保護者の方からも

「手づかみ食べの大切さが分かった」や「口の動かし方の発達が分かった」などの感想をい

ただいています。  

 幼少期からお口の健康を育むことは健康寿命の延伸にもつながりますので、今後も多職種

連携の下、摂食や口腔機能について、栄養士として保護者への支援を続けていきたいと思い

ます。  

 

○平田会長  

 ありがとうございました。この話の流れで、学校栄養士会の宮原委員から何かご意見あり

ますでしょうか。  

 

○宮原委員  

 特に学校で「歯と食育」ということを意識して取り組んだことがなかったので、もちろん

献立の中に「よくかんで食べよう」というメニューを入れたりしていますが、もっと先に進

んだ取り組みを何かしているかといったら何もしていないので、すごく今びっくりしている

状況です。何か取り組んでいけたらいいのかなと思いました。  

 

○平田会長  

 ありがとうございます。食形態、テクスチャーのところで意識していただいているという

のが、本当にいいことだと思っております。というのは、「噛ミング３０」という運動があっ
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たというか、今もありますが、１口３０回かみましょうと。これ、実はやらせようとすると

非常に難しいという意見がいろいろなところから出ております。柔らかいものも３０回かむ

のかという話と、硬いものは３０回では足りないということがあって、これも硬さによる。

一方で、先ほど出ました丸飲みという話になってしまうと全然事情が違ってしまうので、そ

ういった形で介入というか手当てをしていただいているのであれば、すごくいいのではない

かと思っています。どうもありがとうございます。  

 また、食育といえば学校での食育、まさしく教育のところですが、その中にあって養護教

諭会から何かあれば、ご意見をいただければと思います。  

 

○大島委員  

 先ほどあった１口３０回ということですけれども、小学生は３０回数えるのも大変な子も

いるので、本校では、８のつく日を「かみかみデー」という形で、よくかめるものを栄養士

さんのほうで出してもらって、給食の時間に、「今日はかみかみデーです。この曲が流れてい

るときは少し意識をしてかんでみましょう」というふうに意識を促します。回数にすると、

「あの子、かんでない」となると困るので、みんな意識をしてみようという感じで、少しで

も意識できるような取り組みをしています。その音楽が流れた日の昼休みは、「今日、かみか

みデーだったね」という声が聞こえてくるので、子どもたちができているかできていないか

ではなくて、意識はしてくれているんだなというところで、いいかなと思っています。ただ、

「かむと顎が疲れるよね」という声が聞こえてくるので、日頃あまりかめていないのかなと

いうのは気になっています。  

 それから、ちょっと話は変わりますが、ぶくぶくうがいも、フッ化物洗口でやっている学

年が、「１分間ぶくぶくってすごく大変」と言って本当にできていなかったり、保健室でも、

口のけがで「ちょっと見たいからぶくぶくうがいしてね」と言うと、ぶくぶくうがいができ

ずにだらーっと垂れてしまったり。下の学年だけではなくて、みんなぶくぶくうがいも苦手

なのかなと。３歳児で取り組んでいることを小学生でも見られるような何かをつくっていた

だけると、もっと口の機能がいいのかなと思います。  

 

○平田会長  

 大島委員、非常に有意義な情報提供をありがとうございます。８のつく日に「かみかみデ

ー」というのはすばらしいキャンペーンだと思います。我々歯科の世界は、８０２０運動と

いうキャンペーンが大成功したという成功体験は持っているわけですが、キャンペーンで保

健行動を変えられるというのは本当にすごくいいことだと思います。強制ではなく、特に音

楽が流れると「かみかみデーだったね」という、とてもすてきなエピソードをお伺いしまし

た。今後ぜひ宣伝して回りたいなと思いますので、また機会があれば、詳しくお話を伺えれ

ばと思います。  

 いろいろご意見を伺ったところですが、私からも、先ほど薬剤師会でお話しさせていただ

いたというところで、資料１の後ろにありますが、特にフッ素入りの歯みがきを使っている

かどうかというお話です。実は出荷ベースでいうと９割以上、９０％を超えた歯みがき粉に

フッ化物が配合されております。もちろん濃度は様々ですし、子ども用と大人用では違って

くるわけですが、薬剤師会でもお話しさせていただきましたが、ドラッグストアに行くと、

むし歯予防という歯みがきのコーナーはございません。９割以上入っているので、むし歯予

防はもはやマーケティング上、差別化にならないのです。全部むし歯予防なんです。  
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 ところが、何が弊害かというと、医薬部外品ですので、正しく使わないと効果が望めない

ですね。昔、歯みがき粉を米粒ぐらい、ちょっとつけてという指示をしていた時代がござい

ました。ところが今は全く違っていて、どこを見ても書いてありますが、普通の大きさの歯

ブラシの毛の生えている幅全部につけてください。それから、ぶくぶくうがいも、何回もし

て口がすっきりするまでやるのではなくて、１回だけ。口の中の多くの残りを吐き出すだけ

にして、口の中に残っていていいんですというのが今の現状です。実際にドラッグストアに

行くと書いていないわけです。歯科界はそれを一生懸命宣伝をしているつもりになっていま

すが、なかなかマーケットに届いていないのが現状かと思います。  

 そうすると、小さなお子さんの場合は親御さんが意識して買われているので分かっている

かもしれないですが、小学校高学年から中学校以降になるとそこにあるものを使っているだ

けになってしまって、実際には予防効果のあるものを使っている、あるいはひょっとすると

濃度が低くて、もっと高い濃度のものは今、１，４５０ｐｐｍまで出ていますので、使えば

もっと効果が高いにもかかわらず、全く意識することなく使っていて、意識していないから

効果が低い可能性があるというようなお話をさせていただいたところです。  

 この辺りは、もう少し我々歯科界のほうも普及に力を入れなければいけないと思っており

ますし、衛生士会の高澤委員もうなずいておりますが、多分にこれは歯科界の力の問題もあ

り、薬剤師会にもお願いして普及を図らないといけないかなということで、そういったお話

をさせていただいたところでございます。  

 それからもう１点、新潟県との比較のグラフが資料２の７枚目のスライド、１２歳児のＤ

ＭＦの年次推移のところにございました。２４年連続全国最小の新潟県が０．２３で、船橋

はそれに近づいたところまで来ております。一部ではゼロを目指すという運動もございます

が、本当にゼロになるかというところは、少なくとも新潟が到達していないので、ゼロを目

標にするのが妥当かというと科学的にはなかなか難しいところかなと思っております。  

 先ほども話に出ておりますが、う蝕というのは蓄積性のものですので、やはり予防が一番

ですし、その次は早期発見・早期治療。これだけむし歯が減ってきてしまうと、早期発見・

早期治療モデルではなくて１次予防のモデルに持っていかないといけない。ただ、限界があ

るんですよという話なんですね。  

 これをやめると元に戻る可能性はないかというと、可能性はあります。取り組みとして続

けていく一方で、次のステップをどうするかというのかをよくよく考えていく。全力投球を

続けるのか、別の手法に持っていくのか。ある程度十分に減少したところからはリスクがど

こにあるかを見つけて、実際にフッ化物塗布の事業などをしていただいていて、北部地区に

関していうなら、直接の成果ではないかもしれませんが、ちゃんと下がってきている。もう

少しハイリスクに振ったところも必要になってくるかなと思っております。  

 一方で、これは１２歳児ですから永久歯ですが、資料１で、１歳６か月、２歳６か月、３

歳児健診の有病者率の年次推移のグラフが出ております。これは大体１年ごとにずれて追い

かけていかないといけないので、令和２年の１歳６か月０ .４８％が、令和３年の２歳６か月

で１ .７％になって、ここで１ .３％増えています。それが３歳児になると、これは正確ではな

いかもしれませんが、令和４年を見ていくと５．５３％。ここで一気に増えるんです。その

次の年、令和３年、４年、５年というふうに追いかけていっても、やはりそこで３％ぐらい

増えている。これが全然増えないようにというのはなかなかナンセンスな話かもしれません

が、そうなってくると、歯が増えてくる３歳児健診に向けてのところが取り組みどころなの

かなという気もしなくもないですし、特に歯は生えてすぐというのは非常に弱い。むし歯に
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一番なりやすい状態です。これは乳歯ですので永久歯と関係ないかもしれませんが、やはり

予防に関する保健行動の習慣づけというのは、小さいころから、あるいは親御さんの意識が

非常に大きくなってまいりますので、そういったところも一つポイントになってくるかなと

思いながら、資料を拝見させていただきました。  

 ただ、この傾向は別に船橋市に限った話ではなく、全国同じ、全国というか日本国民全員

同じ傾向にあるので、先ほど申し上げたように、１２歳児のＤＭＦがこれだけ減ってくると、

次に何をするかというのもきちんと考えながら、ただ漫然と全力投球で今やることをやって

いくんだということでは必ずしもないかもしれません。その日が遠からずやってくるであろ

うという将来の話。それから、先ほどちょっと話題を振っていただきました歯科医療機関へ

のアクセスが悪くなってきたときにどうするかといったところも含めて、今後の課題として

捉えていかなければいけないのかなと思っているところでございます。  

 私からは以上でございまして、いい時間になってまいりました。今回、委員の皆さんから

非常に有意義なご意見をたくさんいただきました。本当にありがとうございます。これらを

基に、課題解決の実現に向けた施策のヒントがたくさんあったかと思います。こちらを事務

局とも検討してまいりたいと思っております。  

 以上で、私の進行を終わらせていただきまして、事務局にお返ししたいと思います。皆様、

本当にありがとうございました。では、引き続き事務局でお願いいたします。  

 

○事務局（地域保健課長補佐）  

 平田会長、議事進行をありがとうございました。また、委員の皆様には大変貴重なご意見

をいただきまして、ありがとうございました。  

 本日の協議会議事内容につきましては、初めにご説明いたしましたとおり、議事録につき

ましても公開となります。議事録は、ホームページに掲載をする前にメールにて送らせてい

ただきますので、お忙しいとは存じますが、ご確認をお願いいたします。  

 また、次回の協議会ですが、令和７年１１月の開催を予定しております。引き続きご協力

のほどよろしくお願いいたします。  

 最後に、明日１１月８日の「いい歯の日」に合わせました歯・口腔に関する展示を今年度

も１階ロビーで行っております。まだご覧いただいておりませんでしたら、ぜひお帰りの際

にお立ち寄りいただけますと幸いでございます。  

 それでは、これで令和６年度船橋市歯・口腔の健康推進協議会を終了させていただきます。

ありがとうございました。  

 


